
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大野市過疎地域持続的発展計画（案）」に関するパブリックコメント手続の実施に

ついて 

 

大野市では、次のとおりパブリックコメント手続を実施しますのでお知らせします。 

 

 

１ 政策等の案の名

称 

大野市過疎地域持続的発展計画（案） 

２ 実施機関 大野市長 

３ 趣旨 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が本年４月１日から施行

され、大野市は、全域が過疎地域に指定されています。 

この新たな過疎法では、地域の自立に向けて、持続可能な地域社会の形成

や地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう全力を挙げて

取り組むことが理念に規定されています。 

令和３年度から令和７年度までの５年間を期間とする「大野市過疎地域持

続的発展計画」を策定するにあたり、市民などの意見を反映させるため、パ

ブリックコメント手続を実施します。 

 

４ 意見等を提出で

きる方 

次のいずれかに該当する方 

① 市内に住所を有する人 

② 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

③ 市内の事務所又は事業所に勤務する人 

④ 市内の学校に在学する人 

⑤ 市に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体 

⑥ ①～⑤のほか、本事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体 

報 道 資 料 

【発信日】令和３年１０月２５日 

【問合わせ先】 

 大野市役所（２階２２番窓口） 

 行政経営部政策推進課 山崎、松本 

 電話 0779-64-4824 内線 2513 

 



５ 政策等の案の公

表 

（１）公表の日  令和３年１０月２７日（水） 

（２）入手方法   

 ①指定場所での閲覧 

  ・市役所１階市民ホール 

  ・結とぴあ 

  ・各公民館 

  ・図書館 

 ②インターネット（大野市公式ホームページからダウンロード） 

 ③報道機関への情報提供 

６ 意見等の受付期

間 

 令和３年１０月２７日（水）から令和３年１１月１０日（水）まで 

７ 意見等の提出方

法 

・住所、氏名（団体名）、連絡先その他提出できる方であることがわかる事項 

・該当箇所（○ページ） 

・意見等 

を記載し、次のいずれかの方法で提出してください。 

様式は問いませんが、意見記入用紙（市ホームページからダウンロード）

をご利用いただけます。 

 ①指定場所（第５項参照）への書面の提出（記入用紙を備え付けます） 

 ②郵便 

 ③ファクシミリ 

 ④電子メール 

※電話などの口頭によるご意見は受け付けません。 

※必要事項の記入がない場合はご意見が無効となることがあります。 

８ 意見等の取扱い  提出された意見等を考慮して本案件についての意思決定を行い、次に掲げ

る事項について公表します。ただし、大野市情報公開条例第７条に規定する

公開しないことができる情報（個人情報など）に該当するもの、本件に係わ

りがないもの、賛否の結論のみを示したものは除きます。 

 ①提出された意見等の概要 

 ②提出された意見等に対する実施機関の考え方 

 ③本計画案を修正した場合における修正の内容 

９ 問い合わせ先  大野市行政経営部政策推進課 （大野市役所２階２２番窓口） 

 〒９１２－８６６６ 大野市天神町１番１号  

 電話 ０７７９－６４－４８２４（内線２５１０） 

※電話での意見提出は不可 

 ファクシミリ ０７７９－６５－８３７１ 

 Ｅメール seisaku@city.fukui-ono.lg.jp 

 

https://www.city.ono.fukui.jp/shisei/kouho-koucho/pabukome.html
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大野市過疎地域持続的発展計画（案）の概要について 

 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が本年４月１日から施行され、大野市は、全

域が過疎地域に指定されています。 

この新たな過疎法の施行に伴い、「大野市過疎地域持続的発展計画」を策定します。 

 

１ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について 

  過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月末に期限を迎え、議員立法により、過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措置法（以下「新法」という。）が全会一致で可決、令和３年

４月１日から施行されました。 

 

【理念（新法前文）】 

  過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方への取組

といった過疎地域の課題の解決に資する動きを加速させ、これらの地域の自立に向けて、過疎

地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が

実現するよう、全力を挙げて取り組むことが極めて重要であると規定されている。 

 

【市町村計画の策定について（新法第８条第１項）】 

  過疎地域の市町村は、都道府県の定める「過疎地域持続的発展方針」に基づき、市町村の議

会の議決を経て過疎地域持続的発展計画を定めることができると規定されている。 

 

 

２ 大野市の過疎地域の指定状況 

  昭和４５年度に制定された「過疎地域対策緊急措置法」により旧和泉村が過疎地域に指定、

平成１７年の合併を経て、平成２９年の過疎地域自立促進特別措置法の一部改正により大野

市全域が過疎地域に指定されました。新法においても市全域が過疎地域に指定されています。 

  なお、新法の施行により全国８２０自治体が過疎地域として公示されています。 

  （新規団体：４８、卒業団体：４５） 

 

３ 人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1－1（1） 人口の推移（国勢調査） 

区 分 
昭和 35年 昭和 50年 平成 2年 平成 17年 平成 27年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

  51,537  43,797  △2.0 41,837  △3.0 37,843  △4.5 33,109  △ 6.2 

0歳～14歳   16,953  9,865  △9.1 7,964  △10.5 5,015  △15.0 3,787  △12.2 

15歳～64歳   30,790  29,016  △1.5 26,818  △4.6 22,413  △6.9 18,063  △11.0 

65歳以上(b)   3,794  4,916  11.9 7,055  15.7 10,415  8.1 11,253  5.3 

※平成 27年は 6名が年齢不詳により総数と年齢内訳の合計値が一致しない。 

※昭和 35年～平成 17年は旧和泉村の人口との合計。 
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４ 大野市過疎地域持続的発展計画（案）の構成について 

 １ 基本的な事項 

  ・大野市の概況 

  ・人口及び産業の推移と動向 

  ・行財政の状況 

  ・地域の持続的発展の基本方針 

  ・地域の持続的発展のための基本目標 

    令和７年（目標）：２９，０００人（平成２７年：３３，１０９人） 

  ・計画の達成状況の評価に関する事項 

  ・計画期間 

    令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間 

  ・公共施設等総合管理計画との整合 

 

２～13 区分ごとの取り組み等について 

  ・大野市全域が過疎地域の指定を受けていること、記載すべき内容や計画期間が同じである

ことから『第六次大野市総合計画前期基本計画』と整合性を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各区分の(3)計画の事業計画には、計画期間内（令和３年度から７年度）に実施を予定している事業及び実

施の可能性がある事業を掲載しています。事業の実施に当たっては、予算等の議会の議決を経て行います。 


